
サンビレッジ茜条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。 

令和8年3月31日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

  飯塚市規則第21号  



サンビレッジ茜条例施行規則の一部を改正する規則 

 サンビレッジ茜条例施行規則(平成18年飯塚市規則第179号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(利用の許可の申請) (利用の許可の申請) 

第2条 条例第7条第1項の規定によりサンビレッジ茜(附属設備、器

具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようと

する者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1

号)を市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管

理者。第7条第1項第2号及び第3項を除き、以下同じ。)に提出し

なければならない。ただし、キャンプ場施設及びセントラルロッ

ジの利用に係る許可に限る。 

第2条 条例第7条第1項の規定によりサンビレッジ茜(附属設備、器

具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようと

する者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1

号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、キャンプ

場施設及びセントラルロッジの利用に係る許可に限る。 

2 (略) 2 (略) 

(利用の許可) (利用の許可) 

第3条 市長は、施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第

2号)を申請者に交付するものとする。ただし、キャンプ場施設及

びセントラルロッジの利用に係る許可に限る。 

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書

(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、キャンプ

場施設及びセントラルロッジの利用に係る許可に限る。 

(申請の変更) (申請の変更) 

第4条 利用者が第2条の規定により申請した事項を変更しようと

するときは、事前に利用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提

出しなければならない。 

第4条 利用者が第2条の規定により申請した事項を変更しようと

するときは、事前に利用許可変更申請書(様式第3号)を指定管理

者に提出しなければならない。 



(利用許可の取消し等) (利用許可の取消し等) 

第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により利用の許可を取り消

し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、

利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により通知するも

のとする。 

第5条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用の許可を

取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更すると

きは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により通知

するものとする。 

(利用期間の制限) (利用期間の制限) 

第6条 施設の利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、

市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

第6条 施設の利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、

指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでな

い。 

(使用料の減免) (利用料金の減免) 

第7条 条例第14条の規定により使用料(指定管理者に管理を行わ

せる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)を減免する場合は、

次に該当する場合とする。 

第7条 条例第14条の規定により利用料金を減免する場合は、次に

該当する場合とする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料

減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならな

い。 

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用

料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

3 条例第15条の規定に基づき市長が定める基準については、第1

項の規定を準用する。 

 

(使用料の還付) (利用料金の還付) 



第8条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付する場合

は、次に該当する場合とする。 

第8条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付する場合

は、次に該当する場合とする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたと

き。 

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料

還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用

料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

(遵守事項及び指示) (遵守事項及び指示) 

第9条 市長は、施設の遵守事項を定め、当該施設の管理上必要が

あるときは、利用者に必要な指示をすることができる。 

(指定管理者に係る読替え) 

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、様式第1号

から様式第3号まで中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、

「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第4号中「飯

塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及

び指定管理者」と読み替え、様式第5号中「飯塚市長」とあるの

は「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み

替え、様式第6号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、

「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものと

第9条 指定管理者は、施設の遵守事項を定め、当該施設の管理上

必要があるときは、利用者に必要な指示をすることができる。 



する。 

(補則) (補則) 

第11条 (略) 第10条 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号(第2条関係) 

 

様式第1号(第2条関係) 

 



様式第2号(第3条関係) 

 

様式第2号(第3条関係) 

 



様式第3号(第4条関係) 

 

様式第3号(第4条関係) 

 



様式第4号(第5条関係) 

 

様式第4号(第5条関係) 

 



様式第5号(第7条関係) 

 

様式第5号(第7条関係) 

 



様式第6号(第8条関係) 

 

様式第6号(第8条関係) 

 



  

   附 則 

 (施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のサンビレッジ茜条例施行規則によりなされた処分又は手続は、それぞれこの規則によ

る改正後のサンビレッジ茜条例施行規則によりなされた処分又は手続とみなす。 

 


